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１ 施設の概要 

(1) 名   称  長崎市科学館 

(2) 設置年月日  平成９年４月26日  

(3) 所 在 地  長崎市油木町７番２号 

(4) 位 置 図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設 置 目 的  本市は、科学に関する知識の普及及び啓発並びに科学教育の振興を図り、もつて市民の文化の向上に資するた

め、科学館を設ける。 

 

(6) 施設の規模  敷地面積 7,834.54㎡  延床面積 13,299.26㎡ 

(7) 構   造  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地下１階地上４階建 
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(8) 施設の内容及び平面図 

階数 内容 平面図 階数 内容 平面図 

地下 
1階 

駐車場（165台） 
※県総合体育館と共用 

 

3階 展示室 

 

1階 

駐車場（57台） 
※科学館専用 

科学実験室 

科学工作室 

 

4階 

第1天文台 

第2天文台 

星空広場 

 

2階 

エントランスロビー 

事務室、収蔵室 

ショップスペース 

休息室、 

スペースシアター 
（座席数234席） 
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(9) 開館時間及び休館日   

ア 開館時間の承認の基準 

午前９時30分から午後５時までを含む７時間30分以上 

イ 休館日の承認の基準 

    (ア) 休館日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（１月１日を除く。）以

外の日 

    (イ) 年始及び年末の休館日は、１月１日及び12月31日 

(10) 利用料金 

条例等に定める額を基準として指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める。（長崎市科学館条例第９条） 

※教育事務に関する権限委任規則第１条第４号により、公の施設の利用料金の承認は教育長に委任。 

 

ア 展示室・特別展示・スペースシアター（基準額・令和７年４月１日から） 

区     分 
観覧料(1人1回につき) 年間観覧料 

個人 団体(15人以上) (1人1年間につき) 

常設展示 

一般 410円 320円  

小学校の児童、中学
校の生徒又は幼児 

200円 160円 
 

特別展示 
2,090円以内で教育委員会が
定める額 

 

スペースシアタ
ー 

一般 520円 410円  

小学校の児童、中学
校の生徒又は幼児 

260円 200円 
 

常設展示及びス
ペースシアター 

一般   2,320円 

小学校の児童、中学
校の生徒又は幼児 

  1,150円 

（備考）1 「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童及び中学校の生徒を除く。)をいう。 

2 「幼児」とは、就学前の者(3歳未満の者を除く。)をいう。 
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イ 学習室（基準額） 

種    別 利用料(1時間につき) 

 

学習室 

160平方メートル以上 1,571円 

90平方メートル以上160平方メートル未満 1,047円 

90平方メートル未満 523円 

（備考）1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間と

して計算する。 

2 利用者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収する場合の利用料は、この表に掲げる利用料の倍額とする。 

 

ウ 学習室付属設備の利用料（基準額） 

区 分 単 位 
利用料 

(1時間につき) 

音響器具 ワイヤレスアンプ(マイクを含む。) 1チャンネル 282円 

マイク(スタンドを含む。) 1本 41円 

映写器具 ビデオプロジェクター 1台 366円 

映写幕 1枚 429円 

コンセント 1口 52円 

冷暖房設備 160平方メートル以上 817円 

90平方メートル以上160平方メート

ル未満 

544円 

90平方メートル未満 272円 

備考 

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、そ

の利用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。 

2 コンセントを使用する場合の使用量は、1キロワットにつき1口として計算する。この

場合において、その使用量に1キロワット未満の端数があるときは、その端数の使用量

は1口として計算する。 
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(11) 利用者等の推移 

ア 利用者数の推移  

年 度 
導入前 

(平成21年度) 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数 89,062人 66,717人 94,205人 112,063人 124,566人 

特別展観覧者数 － － 661人 11,344人 15,578人 

合 計 89,062人 66,717人 94,866人 123,407人 140,144人 

イ 利用料金収入 

年 度 
導入前 

(平成21年度) 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

金 額 9,269千円 5,854千円 9,723千円 12,262千円 14,177千円 

 

 

２ 指定管理者候補者の概要 

(1) 名   称 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

(2) 所 在 地 長崎市淵町２番 25 号 

(3) 代 表 者 代表取締役社長 大熊 稔幸 

(4) 設立年月日 平成 29 年８月 21 日 

(5) 主 な 事 業 労働者派遣事業、有料職業紹介事業、事務・翻訳等請負事業他 

 

 

３ 指定の期間 

 令和７年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで 
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４ 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由 

(1) 選定の経過 

ア 応募団体数  ３団体  ※参考１「事業計画書概要」P10～28参照 

 

イ 候補者の提案の概要 

(ア) 提案内容  ※参考１「事業計画書概要」P10～28参照 

 

(イ) 管理運営体制   

職 務 業務内容 人数 

名誉館長 運営アドバイス、メディア対応 １人 

館長 施設全般の管理統括 １人 

運営マネージャー 館長補佐 １人 

総務経理担当 勤怠管理、経理事務 １人 

広報営業担当 営業広報、団体見学受入、メディア対応 １人 

施設管理担当 設備管理、備品管理 １人 

教育指導者 事業計画、企画展、プラネタリウム運営、

天体観望会、科学教室ほか 

９人 

インストラクター 受付、展示室等案内、展示室機器操作、

教育指導者補助、売店運営 

９人 

 計 24人 
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(ウ) 提案金額（指定管理委託料）                              （単位：千円） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 合計 

総 額 155,840 155,840 155,840 155,840 155,840 779,200 

  ※指定管理委託料上限額：885,455 千円（５ヵ年分） 
 

 【提案金額の内訳】                                  （単位：千円） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 合計 

人件費 60,596 60,657 61,763 62,661 63,106 308,783 

需用費 24,855 23,911 24,740 22,945 22,500 118,951 

委託料 36,000 37,000 37,000 38,000 38,000 186,000 

その他 34,389 34,272 32,337 32,234 32,234 165,466 

市所要額 
（指定管理委託料） 155,840 155,840 155,840 155,840 155,840 779,200 

 

ウ 指定管理者候補者選定審査会による審査  ※参考２「指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）」P29～31参照 

（ア）審査結果 

第一順位 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

第二順位 長崎ミライ科学共同事業体 

      代表団体 株式会社インテックス 

      構成団体 株式会社コングレ長崎営業所 

      構成団体 株式会社大和総業 

第三順位 有限会社ステージサービス 

 

（イ）審査会の人数及び構成  ５人 

会   長 原田 康英  長崎純心大学人文学部教授 

職務代理者  林  幹大  長崎大学人文社会科学域准教授 

委   員 松尾 裕隆  九州北部税理士会長崎市支部会員 

委   員 岡野 敦子  長崎市ＰＴＡ連合会常任理事 

委   員 黒岩 敏博  長崎市立香焼小学校長 
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（ウ）審査経過 

回数 開催日 内容 

第１回 

 

 

 

令和６年７月８日 

 

 

 

・会長の選出 

・指定管理者制度、選定審査会の概要の説明 

・募集要項等の説明及び協議 

・選考方法及び審査基準の説明 

第２回 令和６年９月15日 ・現地視察 

第３回 

 

令和６年10月22日 

 

・書類及び面接審査 

・指定管理者候補者の選定、講評 

 

（エ）審査報告書の概要 

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要件を満たしているかを確認し、事業計

画書等の内容について、面接に基づき審査を行った。 

 各応募団体から提案された科学館の基本方針はいずれも魅力的であった。 

 第一順位者から提案された事業計画は第一順位ではなかったものの、管理運営体制の評価が一番高く、また、価格においても

経費の縮減努力が見られ、技術点と価格点との総合点で最も高い得点となった第一順位の長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社を

長崎市科学館の指定管理者候補者に選定した。 

 

エ 選定理由 

 審査会から提出された審査報告書の審査結果を踏まえて、第一順位の長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社を、長崎市科学館の次期

指定管理者の候補者として選定した。 
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事業計画書概要 

順位 第１順位 第２順位 第３順位 

団体名 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 

長崎ミライ科学館共同事業体 

（株式会社インテックス、株式会社コングレ 

長﨑営業所、株式会社大和総業） 

有限会社ステージサービス 

基本事項 

基本方針 
（１）運営理念 

『見て、触れて科学の不思議を学び、興味・
関心を高め科学する人材を育む』 
日常の生活において不思議を感じ、見て、

触れての科学の世界から、興味・関心を高
め、長崎の町を愛し、未来を担う子供たち
の育成を目指します。 

（２）基本方針 
『設置目的』 
科学に関する知識の普及及び啓発並びに科学
教育の振興を図り、もつて市民の文化の向
上に資する。 

＜基本的な考え方＞ 
長崎市の公の施設を預かる指定管理者として
の職務を踏まえ、関係法令や条例等を十分
に理解し遵守した上で、科学館の設置目的、
第４次⻑崎市教育振興基本計画における各
種施策を含めた⻑崎市の施策とも連携しな
がら各種業務に取り組み、これまで以上に
次のような施設となるよう取り組みます。 
◎体験を通して楽しく学習できる科学館 
◎⻑崎らしい個性豊かな科学館 
◎市民が足を運びたくなる開かれた科学館 
◎関係機関と連携する科学館 

 
＜基本方針＞ 
科学館の設置目的を達成するために、次の

ような基本方針を掲げ『ひとを“集める”科
学館から、ひとが“集まる”科学館』を目指
し、科学館の管理・運営業務を行います。 
すべての事業の管理・運営は、関係法令・

条例・施行規則並びに仕様書を遵守し、次の

Ⅰ運営理念 
 みつける科学館 
 つなぐ科学館 
 あつまる科学館 
 
Ⅱ基本方針 
ⅰ．安心・安全、公平・平等を最優先 
・ 安心・安全を最優先 

公共施設を預かる立場を認識・理解し、
すべての利用者に安心して施設を利用して
いただけるよう、安全を第一に考慮した運
営を実施します。不測の事態が生じた際に
も、迅速かつ的確な対応策を確立し安全を
確保し安心を担保します。 

・ 平等・公平を徹底 
長崎ミライ科学共同事業体の構成企業

は、指定管理者として多くの公共施設の運
営実績があり、平等・公平な施設運営につ
いての知識と理解、経験を持っています。
これらの実績と経験を十分に活用し「すべ
ての人に開かれた施設」として捉え、平等
に受け入れ、公平に扱う運営を行います。 

ⅱ．効率的な管理運営、経費縮減 
・ 収入の最大化と経費の最小化 

効率的な運営が最終目標ではなく、効率
的な運営によるサービスの向上こそが私ど
もの目指すところです。公共施設をお預か
りして運営しているという認識を持ちなが
ら業務を遂行します。 

ⅲ．地域に愛される施設 
・ 地域における役割の理解と貢献 

【目指す長崎市科学館の将来像】 
誰ひとり取り残さない共生社会の実現に向

けて、市民が科学を自ら学ぶとともに、学び
を通して仲間づくり、地域づくりを行う拠点 
 
【基本的な考え方】 
（１）長崎市科学館の“科学に関する知識の
普及及び啓発並びに科学教育の振興を図
り、もって市民の文化の向上に資するもの
である”という設置目的に則って管理運営
を行います。 

（２）公の施設として、市民の平等な利用及
び公平なサービスの提供を常に確保すると
ともに良好な施設の維持管理を行います。 

（３）利用者の意見を管理運営に反映させ、
利用者満足度の向上に努めます。 

（４）個人情報の保護及び管理を徹底します。 
（５）効率的かつ効果的な管理運営を行いま
す。 

（６）管理運営費の縮減に努めます。 
 
【オリジナルテーマ】 
（１）新しい時代のニーズに応えた科学館体
験の提供 
科学館のあり方に通じた博物館学の専門

家をアドバイザーに迎え、団体見学プログ
ラムを実地見学+オンデマンド動画のハイ
ブリッド型へリニューアルや企画展の実
施、IT の活用を通して、新しい時代のニー
ズに応えた科学館体験を提供します。 

（２）大人から子供まで楽しめるクリエイテ

参考１ 
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ように実施します。 
◎公の施設として、市民に気軽に平等に利用
することができるように配慮し、利用者へ
の均質均等な（公平な）サービスの提供を
常に確保するように努めます。 

◎事業計画書に基づき、利用者が快適に施設
を利用できるように適切な対応を行うとと
もに、効率的かつ効果的な管理・運営を行
い、経費の縮減に努めます。 

◎市民の利用促進に努めるとともに、利用者
の意見を管理・運営に反映させ、利用者満
足度を高めます。 

◎個人情報の保護及び管理を徹底するととも
に、業務上知り得た秘密を他に漏らすなど、
自己の利益のために利用しません。 

◎利用者の安全管理に留意するとともに、施
設の環境保全に努め、良好な施設の維持管
理を行うことを基本とします。 

◎近隣住民や関係機関との良好な関係を保つ
ように努めます。 

◎ごみの削減、省エネルギー、二酸化炭素排
出削減など環境に配慮した運営に努めま
す。 

◎長崎市教育委員会と定期的に協議の場を設
け、生涯学習や社会教育に関する施策の実
施に協力します。 

◎長崎市教育委員会及び⻑崎市が実施する事
業に協力します。 

◎展示室では、科学技術に興味を持つきっか
けづくりや科学を学ぶ力を育むため、科学
の原理原則や我々の生活にどのように活か
されているかを明確にします。 

◎プラネタリウムでは、学校の授業として投
影されるような学習投影をはじめ、子ども
から大人まで全世代が楽しめるような一般
投影、若者、高齢者などの成人も楽しめる
ような特別投影など、様々なプログラムを
展開します。 

◎学校では体験できないような科学教室やク
ラブ活動、ワークショップ、サイエンスシ
ョーなど実施することで、『科学は不思議で
面白いもの』という気持ちを醸成し、科学

現代は、高齢化による社会状況の大きな
変化や、コロナによって生活様式も大きく
変化するなど、これまでの社会の枠組みだ
けでは対応することが困難な課題を抱えて
います。持続可能な社会を構築していくた
めには、市民同士が相互に交流・協力し合
う地域内の共助が必要になってくると考え
ます。豊かで活力ある地域社会の形成に貢
献するため、交流の起点となる活動支援を
事業を通して実現します。 
私どもは運営期間において、地域団体と

の連携には特に注力してまいります。地域
の大切なイベントに本施設が継続して携わ
れるよう活発なコミュニケーションを図
り、これまで積み上げてきた歴史をさらに
発展させます。事業連携や地域イベントへ
の参加などには積極的に参画し、科学館の
指定管理者として科学の力を借りながら、
地域の皆様と相談し地域活性化に取り組み
続けます。 

 

ィブな事業企画 
生涯学習と文化芸術に通じた人材をプロ

グラムコーディネーターに設置し、クリエ
イティブな事業企画を実施、科学をベース
に他分野との横断的・越境的な、大人から
子供まで楽しめるプログラムを展開しま
す。 

（３）科学館をハブとした学校・団体・地域
との協働と連携 
科学館が事業を実施するなかでは、これ

までに公民館や公共ホール、市民活動セン
ターを管理運営するなかで培ったネットワ
ークを活用して、学校・団体・地域と協働・
連携し、より多くの市民に資する活動を行
います。 

（４）ミュージアムショップをリニューアル、
より親しまれる施設へ 
ミュージアムショップ＝科学館での気付

きや学びを持ち帰り、理解を深めるための
プロダクトとの出会いの場”と捉え、魅力
的な商品ラインナップと売場展開に加え、
館全体の魅力・ホスピタリティ・利便性向
上に努めます。 
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に馴染みを持てるようにします。また、学
校との連携を行うため、インターンシップ
や職場体験の受け入れなども行っていきま
す。 

 

平等利用の確保 科学館利用に関し、公平性を確保する考え方
と方策について 
『合理的、合法的な理由なく、利用を制限

しない平等・公平な管理運営』指定管理者と
して公共施設の平等性・公平性を確保するた
め科学館の管理運営に係る全員が、科学館の
設置目的や関連条例等について、理解の徹底
を図り、平等・公平な施設運営を行います。 
（１）公共性・公平性保持に関する条例の理
解の徹底 

（２）入場制限の適正な対応（科学館条例第
７条） 

（３）利用の許可に対する適正な対応（科学
館条例第８条） 

（４）減免利用の受付と適正な運用（科学館
条例第１２条） 

（５）お客様からの提言や苦情に対する迅速
かつ公正な対応 

（６）介助などの体が不自由な方への対応の
徹底 

（７）お客様への利用ルール等の周知 
（８）外国人対応（インバウンド対応） 
（９）駐車場の平等利用 
 

公平・平等な利用機会の提供とノーマライゼ
ーションの考え方に基づく運営 
 
Ⅰ 様々な観点において公平・平等な施設の利
用機会を提供 
ⅰ．公平・平等な利用機会の提供 
ⅱ．館内規則の遵守 

Ⅱ あらゆる利用者・来館者が、利用しやすい
施設運営 

Ⅲ 館内の情報をユニバーサルデザインで統
一 
ⅰ．必要な情報配慮 

 

長崎市科学館は市民のための公共財である
ことを正しく認識した上で、次に掲げる 5 点
を基本方針として利用の公平性及び公正性の
確保に努めます。 
（1）施設利用機会提供の公平性 
（2）関係法令の公正な遵守と適切な対応 
（3）障がい者・高齢者・幼児などに対する公
平性 

（4）接客接遇の公平性 
（5）情報提供に関する公平性 
 

個人情報の保護 （１）個人情報保護の基本方針 
【関係法令、長崎市条例等に基づく適切な管
理】 
【施設管理運営の経験・ノウハウを活かした 
個人情報保護の適正管理・取り扱い等を徹底】 
 
（２）当社の個人情報保護の取り組み 
【個人情報の取り扱い】 
（安全管理措置について） 
個人データについて、漏えい、滅失又は毀

損等（以下「漏えい等」という）の防止等、そ
の管理のために必要かつ適切な安全管理措置

個人情報の重要性を理解し安全な取り扱いを
遵守 
 
Ⅰ 個人情報保護の取り組み 
ⅰ．個人情報保護の基本方針 
・ 個人情報保護の遵守 
本施設では、利用者に関する個人情報のみ

ならず、関係団体または本施設に勤務するス 
タッフや再委託先に関する個人情報など、

取り扱いに細心の注意を払うべき多数の情報
を管理しています。私どもは、お預かりして
いる情報の重要性を理解したうえで管理を徹

①個人情報保護に関する考え方 
個人情報に関しては館長を「個人情報取扱

責任者」として、その監督下で以下の考え方
と方策をもって、個人情報保護法をはじめと
する個人情報の取扱に関する法令及び規範、
業界内のガイドラインをふまえた「個人情報
保護方針（プライバシーポリシー）」を長崎市
との間で申請・承認を経て、これに基づいた
個人情報の保護と適正な取り扱いを徹底しま
す。 
個人情報の適切な取扱のための精神と上記

規定と、運用にあたってのマニュアルが現場

12



を講じます。 
①基本方針の策定 
②個人データの取り扱いに係る規律の整備 
③組織的安全管理措置 
④人的安全管理措置 
⑤物理的安全管理措置 
⑥技術的安全管理措置 

 
個人情報保護方針 
第 1．個人情報保護に関する法令や規律の
遵守 

第 2．個人情報の取得、利用 
第 3．個人情報の第三者提供 
第４．個人情報の適正管理 
第 5．苦情及び相談への対応 
第 6．個人情報保護体制 

 
（３）情報公開の取り組みについて 

個人情報保護の対象となる個人情報／個
人データについて、本人から、本人情報の
公開、内容の訂正、追加又は削除、利用の
停止又は消去、第三者提供の停止の求めな
ど各種の申し立てを受ける際の対応手順、
記録様式、及び必要な組織体制を定めてい
ます。 

苦情・相談に関しても同様に対応手順、記録
様式、及び必要な組織体制を整備しています。 

底するためのマニュアルを作成し、スタッフ
全員に研修及び情報共有を行うことで、個人
情報保護の取り組みを徹底していきます。長
崎市個人情報の保護に関する条例の規定を遵
守し、適切な管理運営を行うことをお約束し
ます。 
●基本的な考え方 
・目的の明確化 
・適正な取得・利用 
・安全管理措置 
・第三者提供の制限 
・利用者の権利の尊重 
・ 個人情報保護マニュアル整備 
□ 責任者の選定 
□ 研修の実施 

ⅱ．個人情報保護の行動計画 
□ 個人情報保護方針の制定 
□ 保有する個人データの開示 
 

Ⅱ 情報公開への取り組み 
 □ 情報公開の実施 
 
 

 

に携わる職員一人ひとりにまで浸透し共通認
識となるよう研修等を実施しながら日々の業
務の中でも随時改善を図っていくことで、個
人情報保護に対する高い意識の醸成に努めま
す。 
また、令和 3 年 5 月のデジタル改革関連法

をうけ、令和 5 年 4 月より個人情報の保護に
関する法律が改正施行、長崎市でも個人情報
保護条例が廃止、「長崎市個人情報の保護に関
する法律施行条例」が制定されましたが、こ
のような情報環境を取り巻く法令等の変化に
も適宜対応し、誰もが安心して施設を利用で
きるための体制づくりを推進し続けていきま
す。 
 
【個人情報保護の基本姿勢】 
（1）個人情報を取得・利用する際の利用目的
の明示 

（2）取得した個人情報の安全な管理 
（3）取得した個人情報の適切な取り扱い 
（4）取得した複写・複製・改ざんの禁止 
（5）個人情報の第三者への開示について 
 
②個人情報保護に関する方策 
（1）個人情報の取得・利用・開示について 
（2）情報セキュリティ対策の実施 
（3）個人情報等の訂正・削除、使用後の処理 
（4）情報公開規定の策定について 
 

事業計画 

施設の設置目的 
と計画 

科学に関する知識の普及及び科学教育の更な
る充実を図るべく、科学館の基本構成として、
4 つの柱（教育、展示室、プラネタリウム、地
元企業・地域社会）を中心として事業相互の
連携を図り、市民の文化の向上に努めます。 
 
生涯学習の場としての科学館の在り方 
『科学に関する知識の普及及び啓発並びに科
学教育の振興を図ることにより、市民の文化
の向上を目指し、科学館事業に取り組んでい

（１）事業の実施に関する業務 
ア 科学に関する資料及び装置の展示等に関
する事業 

（ア）常設展示 
深掘りすればするほど、面白くなる。科

学の世界へようこそ 
Ⅰ 常設展示の運営 
ⅰ．常設展の魅力をさらに引き出す展示解説
を行います。 
・ 体験型展示をもっと楽しく 

①事業の実施について 
ア 科学に関する資料及び装置の展示等に関
する事業 
(ア)ふるさと長崎を大切に思う心を育みま
す。 

(イ)科学を身近に感じ、親しむことができ
るよう、体験を通して楽しく学びます。 

(ウ)日常生活や社会を豊かにしている科学
技術を学ぶ意義や有効性を実感します。 

「大地・暮らし・未来」の 3 つのテーマに、

13



きます』 
 
（１）事業の実施に関する業務 
Wi-Fi 環境や動画編集機器等を活かしたオ

ンラインによる取り組みとして、情報科学と
いう視点から『プログラミング教室』や『IT 
分野』等を取り入れた各教室に取り組みます。 
加えて、これら教室・イベント等の活動内容
については、動画編集機器等を SNS（X やイ
ンスタグラムなど）とリンクさせながら情報
発信し、より多くの市民に科学の楽しさを知
ってもらう活動を展開していきます。 
 
ア．科学に関する資料及び装置の展示等に関
する事業 

（ア）常設展示 
長崎の大地・暮らし・未来を読み解く科学の
３ゾーンで構成された展示ゾーン。 
現代の⻑崎で見られる自然を切り口とし

て、自然環境と地質の変遷を通して生命への
畏敬の念・態度を養うとともに、好奇心を喚
起します。また、物理学や医学など私たちの
暮らしと日本の発展を支えた原理や技術のゾ
ーンや⻑崎のまちをモチーフにしたボールコ
ースターなど、様々な物理体験を通して暮ら
しを支える科学技術の基礎を学んでいただき
ます。 
また、常設展示室内には勤務員を常駐配置

して、必要に応じて展示資料等の説明・解説
を行うとともに展示室内の巡回を行い、展示
資料の破損等がないように安全面を含めての
監視を行います。 
 
（イ）特別展示 
目的:『見て、触れて科学の不思議を学び、興
味・関心を高め科学する人材を育む』 
 
春の特別展示 つながる!鉄道展（⻑崎か

ら島原までの春の旅） 
夏の特別展示 

（前期） 
 
食を科学する～食品サン
プル展～ 

・ 深まる学び、広がる創造力 
・ 企画展と常設展連動したイベントを開
催 

・ 最先端の科学を身近に 
 
（イ）特別展示 

「見たい・知りたい」にコミットする企
画展を開催します 

Ⅰ 企画展は科学館来館のきっかけづくり 
ⅰ．年に 4 回の開催で知的好奇心を活性化し
ます 

 春休みの基本テーマは「幼児」 
 GW の基本テーマは「家族」 
 夏休みの基本テーマは「プログラミング」 
 冬休みの基本テーマは「学術」 
 
企画展実施案 
春：いきものデビュー 
春：宇宙飛行士くんれん 
ＧＷ：防災展 
夏：プログラミング祭り 
冬：人口知能（AI） 

 
イ プラネタリウム等による天体運行の投影
及び全天周映画の映写に関する事業 

（ア）プラネタリウム 
長崎で輝く、未来の星たちへ 

Ⅰ プラネタリウム番組 
・ 自分だけの星空体験、興味に合わせて選べ
るプログラム 
ⅰ．一般投影 
ⅱ．学習投影 
ⅲ．特別投影 
ⅳ．新作地域試写会 

 
ウ 天体観望会の開催に関する事業 
望遠鏡で宇宙をのぞいてみよう 

Ⅰ 天体観望会 
ⅰ．昼間観望会 
ⅱ．夜間観望会 
ⅲ．特別観望会 

 

長崎らしさを融合させた展示です。 
 
イ プラネタリウム等による天体運行の投影
及び全天周映画の映写に関する事業 
ソフトは業界大手・株式会社さらいより調

達し、運営にあたっては日本プラネタリウム
協議会や日本ジャイアントスクリーン協会フ
ィルムフェスティバルに加入することで他館
との情報共有を図り、常に利用者のニーズや
全国的な動向に配慮したプログラムを編成し
ます。 
a．一般投影 
b．学習投影 
c．特別投影 
d．全天周映画 

 
ウ 天体観望会の開催に関する事業 
（ア）昼間天体観望会 
（イ）夜間天体観望会 
（ウ）特別天体観望会 
 
エ 科学に関する講座等の開催に関する事業 
（ア）科学に関する講座等 
a 科学クラブ 
b 少年少女発明クラブ 
c 科学教室 
d チャレンジサイエンス 
e 出前サイエンス教室 
f 夏休み工作工房 
g 採集品分類会 
h 青少年のための科学の祭典 
i スターシップフェスタ 

 
（イ）作品等の展示会 
a 長崎市科学館発明クラブ作品展 
b 長崎市小中学校科学教育展 
c 宇宙の日絵画展 
d 巡回展 

 
オ 市立小学校５年生団体見学学習の受入れ
事業 

  →4-③ 学校教育との連携 】に詳述 
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（中期） スポーツを科学する～サ
イバースタジアム～ 

（後期） 科学捜査展～君も名探
偵!科学館のナゾ!～ 

夏の企画展 むしむし展 
冬の企画展 おうちの防災展 

 
春の特別展示 
『つながる!鉄道展（長崎から島原までの春の
旅）』 
１．日時:令和 7 年 4 月 1 日(火)～ 

5 月 25 日(日) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館２F 学習室・ロビー 
３．料金:無料 
４．概要 
５．内容：展示内容、関連イベント 
６．特別協力：長崎電気軌道(株)、JR 九州旅

客鉄道(株)長崎支社、島原鉄道
(株) 

 
夏の特別展（前期） 
『食を科学する～食品サンプル展～』 
１．日時:令和 7 年 7 月 12 日(土)～ 

7 月 31 日(木) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館２F 学習室・ロビー 
３．料金:大人（高校生以上）500 円、 

子ども（3 歳～中学生）300 円 
４．概要 
５．内容 
６．展示協力：株式会社いわさき、長崎県立

総合体育館 
 
夏の特別展（中期） 
『スポーツを科学する～サイバースタジア
ム』 
１．日時:令和 7 年 8 月 2 日(土)～ 

8 月 17 日(日) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館２F 学習室・ロビー 
３．料金:大人（高校生以上）500 円、 

エ 科学に関する講座等の開催に関する事業 
(ｱ)科学に関する講座等 

トライアル＆エラー＆トライアル＆サク
セス失敗を恐れずに挑戦ができる講座を展
開します 

Ⅰ 科学に関する体験講座の開催 
1 試行錯誤を良い経験に 
2 館内の隅々まで科学体験 
3 「やってみたい」が見つかる講座 
・科学教室/天文教室/野外観察教室 
・夏休み工作工房 
・自由研究相談室 
・採集品分類会 
・夏休み電気教室 
・親子で楽しむ科学教室/なぜ？どうし
て？ 
・チャレンジサイエンス 
・長崎市少年少女発明クラブ 
・科学クラブ 
・宇宙の学校® 
・ハイブリッド講演会 
・出島サイエンスクラブ（仮称） NEW 
4 遠い方にも科学体験を届ける 
・出前サイエンス教室 

 
(ｲ)作品等の展示会 

子どもたちの無限の可能性を見て、触れ
て、感じる 

Ⅰ 作品等の展示会の実施 
・少年少女発明クラブ作品展 
・宇宙の日絵画展 
・小中学校科学教育展 
・青少年のための科学の祭典（長崎大会） 
・巡回展 

 
オ 市立小学校 5 年生団体見学学習の受入れ
事業 
未来を担う子どもたちの学びを応援 

Ⅰ 市立小学校 5 年生団体見学学習の受入れ
事業 
学習指導要領に則った豊富な学習プログ

ラム 

 
カ 科学館の情報発信、利用促進に関する事 
（ア）科学館ホームページの作成、運営 
（イ）広報誌の発行 
（ウ）SＮＳ、テレビ、ラジオ等を利用した広

報 
 
 
②特別展 
【最先端技術と地域資源の両方をテーマに、
幅広い年齢層に訴求する特別展】 
令和 7 年度の特別展については… 
現代に生きるものづくりの技術をテーマ

にした【ものづくりのしごと展】と戦後 80 
年の節目に科学館の歩みを振り返る【長崎
市科学館とその時代】の 2 本を夏季と冬季
に開催します。 
また、令和 8 年度以降も、最先端の科学

や技術など時代に即応したテーマのもの
と、地域に根ざした自然や科学、技術資源
をテーマにしたものの両方をバランスよく
取り入れながら、年 3 本の特別展を開催し
ます。 

 
長崎市科学館 夏の企画展 
【ものづくりのしごと展】 
会 期：令和 7 年 7 月 12 日（土） ～ 

 9 月 23 日（火祝） 
観覧料：高校生以上 500 円  

3 歳～中学生 300 円 
主 催：長崎市科学館 
共 催：地元放送局（予定） 
後 援：長崎新聞社 長崎ケーブルメディア な

がさきプレス（予定） 
 
長崎市科学館 冬の企画展 
【長崎市科学館とその時代】 
会 期：令和 7 年 11 月 22 日（土） ～ 

 令和 7 年１月 12 日（月祝） 
観覧料：入場無料 
主 催：長崎市科学館 
共 催：NBC 長崎放送 
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子ども（3 歳～中学生）300 円 
４．概要 
５．内容 
６．展示協力：株式会社ラディックス トロン

事業部、⻑崎県立総合体育館 
 
夏の特別展 
『科学捜査展～君も名探偵!科学館のナゾ!
～』 
１．日時:令和 7 年 8 月 20 日(水)～ 

9 月 21 日(日) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館２F 学習室・ロビー 
３．料金:大人（高校生以上）500 円、 

子ども（3 歳～中学生）300 円 
４．概要 
５．内容 
６．展示協力：株式会社フォーシーズン 
 
夏の企画展 
『むしむし展』 
１．日時:令和 7 年 7 月 12 日(土)～ 

8 月 17 日(日) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館３F 展示室内 
（長崎みらい工房コーナー） 

３．料金:無料（※展示室のチケットが必要） 
４．概要 
５．内容 
 
冬の企画展 
『おうちの防災展』 
１．日時:令和 7 年 11 月 22 日(土)～ 

令和 8 年 2 月 11 日(木) 
9:30～17:00 ※最終日は 16:00 まで 

２．会場:科学館２F 学習室・ロビー 
３．料金:無料 
４．概要 
５．内容 
６．関連イベント 
７．展示協力：長崎市消防局、長崎防災株式

会社 

長崎市教育委員会と連携し、市内小学 5
年生を対象とした学びの場を提供します。 
学習指導要領に則ったプラネタリウムや

天文教室、工作教室といった多様な学習プ
ログラムを展開します。様々な気付きや体
験から自信を得て、参加者のさらなる探求
心や科学心を育むことを目指します。 
5 年生の理科では気象について学びま

す。プラネタリウムを使って宇宙と天気予
報の関係について学ぶプログラムを提供し
ます。 

 
カ 科学館の情報発信、利用促進に関する事
業 

(ｱ)科学館ホームページの作成、運営 
欲しい情報がすぐに見つかる、ユーザー

が使いやすいホームページに 
ⅰ．PC とスマートフォン、それぞれに対応し
たページを作成します。 

ⅱ.「今混んでますか？」に応える。館内状
況をわかりやすく 

ⅲ.カレンダー機能を追加、行きたい日に何
をやっているのか一目でわかるページを
作成します。 

ⅳ.ユーザーの声を反映。 
ⅴ. ホームページ内にイベントの申込ペー
ジを作成します。 

(ｲ)広報誌の発行 
ⅰ．科学館の最新情報を掲載 

(ｳ)SNS、テレビ、ラジオ等を利用した広報 
ⅰ．SNS 
ⅱ．テレビ・ラジオなどのメディア戦略 

Ⅲ．テレビ・ラジオなどのメディア戦略 
 
（２）学校教育機関等との連携について 

科学に興味や関心を持ち学びを深めるき
っかけ作り 

Ⅰ 学校教育機関との連携 
ⅰ．科学館に求められる役割の理解と実行 
ⅱ．学校団体の受け入れ 
ⅲ．アウトリーチ 
ⅳ．夏休み自由研究お助け隊 

後 援：長崎新聞社 長崎ケーブルメディア な
がさきプレス（予定） 

 
③学校教育との連携 
（１）市立小学校５年生団体見学学習の受入
れ事業 
【方針】 
団体見学学習にあたっては、事前にワーク

シートを配布、施設案内動画を配信し、見学
後には振り返り動画を活用することで、実地
見学に動画・ワークシートなど補助教材を合
わせたハイブリッド型のものとすることで、
限られた滞在時間のなかでの体験から興味関
心・理解を深め、より思い出深いものとする。 
また、常設展示はその性格上、一度完成し

た後の変更修正は難しいため、その補足や興
味関心を引くようなトピックをワークシート
や動画など補助教材に盛り込むことで、より
時代に即した科学館体験となることをねらい
ます。 
 
④その他教育機関等との連携 
長崎市科学館はその設置目的である、「科学

に関する知識の普及及び啓発並びに科学教育
の振興、市民の文化の向上」に資する事業を
行う過程において、様々な主体と連携した活
動を行うことで、地域における科学教育の拠
点として、そして活動を通した人々のコミュ
ニティの拠点となることを目指しています。 
また、大学生の実習やボランティアの受け

入れを通して、市民の能力や経験が社会的に
活かされる場として科学館が機能することに
より、長崎市第五次総合計画の G2－2 に掲げ
られた【能力や経験が社会に活かされる仕組
みをつくります】の達成に寄与するよう務め
ます。 
（１）学校との連携 
（２）大学との連携 
（３）その他教育機関との連携例 
（４）その他団体との連携例 
（５）市民との連携例 
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令和８年度以降の特別展テーマ 
 令和８年度 生物 
 令和９年度 物理 
 令和１０年度 地学 
 令和１１年度 情報 
 
イ．プラネタリウム等による天体運行の投影
及び全天周映画の映写に関する事業 

（ア）目的 
『天文学習や天体観測に関する学習の場と
し、対象層別に番組を用意して幅広い人々に
宇宙への夢と感動を提供します』 
（イ）プログラム内容 
星座解説と学習番組を併用した星空の投影

と解説を行うプログラムです。解説員による
楽しい解説や星座の臨場感にライブ感を取り
入れたオリジナルのプログラム展開を行いま
す。 
a．一般投影 
b．学習投影 
c．特別投影 
『プラネタリウムの夕べ（特別投影スケジ
ュール）』 ※土曜日 18:00～19:00 
『幼児・子ども向けプログラム』 
d．全天周映画 

 
ウ．天体観望会の開催に関する事業 
（ア）昼間天体観望会 
（イ）夜間観望会 
（ウ）特別観望会 
 
エ．科学に関する講座等の開催に関する事業 
a．年間会員を募集しての科学実験や工作等
を中心としたクラブ活動（年間 13 回）
予定 

b．年間会員を募集しての発明・創作を中心
としたクラブ活動（年間 16 回）予定 

c．採集や科学実験・工作等の科学に関する
単発の教室（講座）（年間 35 回）予定 

d．科学に関する複数の展示や演示コーナー
を設けての体験会（年間 33 回）予定 

ⅴ．研修受入れ 
 
（３）学校教育機関・他の青少年施設・地域
などとの連携や協同 
様々な機関と協力し地域ぐるみで豊かな

まちづくりに貢献 
Ⅱ 他の青少年施設、大学、企業や地域等との
協働 
1 地域との連携 
2 他の青少年施設との協働 
3 企業・大学・研究機関等との協働 
4 オンライン科学館 

 

 

17



e．館外へ出向いての科学に関する教室（年
間 50 回程度）予定 

f．夏休みの自由研究、工作等に関する支援
（夏休み期間中 10 日程度）予定 

（ａ）夏休み工作工房開催予定 
（ｂ）自由研究相談会開催予定 
（ｃ）採集品分類会開催予定 
g．外部講師による科学教室、講座、講演会
の開催予定 

（a）夏休み電気教室予定 
（b）親子で楽しむ科学教室（無料）予定 
（c）なぜ? どうして? 考えよう! 予定 
（d）こども科学教室 予定 
（e）恐竜講演会 
 
作品等の展示会（予定） 
１．発明クラブ作品展 
２．小・中学校科学教育展 
３．宇宙の日絵画展 
４．巡回展 

 
オ．市立小学校 5 年生団体見学学習の受け入
れ事業 

（ア）スペースシアター学習 
星座、太陽の動き、星の明るさなどについ
ての学習 

『学習内容』 
a.対象小学校のパノラマ写真表示で方角確
認 

b.稲佐山パノラマ 
⻑崎市内の夜景で方角確認 
c.来館時期に見える恒星や星座（惑星）を
案内 

d.学習投影『スタジオ 444』上映 
（イ）展示室及び天文台観望 

展示室では長崎、地球、宇宙の各ゾーン
の見学学習。必要に応じて、館内スタッフ
が説明を行う。また、地震体験や宇宙船ア
ドベンチャー号など体験を通して科学・地
学を学んでもらう。 

（ウ）科学工作 
科学の原理を学ぶ工作を行い、持ち帰る
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ことで家庭でも科学に親しむ機会を創出す
る。 

【団体見学学習の受け入れ要領】 
 
カ．科学館の情報発信、利用促進に関する事
業 

（ア）科学館ホームページの作成、運営につ
いて 

（イ）広報誌の発行 
（ウ）SNS、テレビ、ラジオ等を使用した広報 
 
キ．理科教育の場として、学校教育との連携 
（ア）学校教育との連携 

大学等との連携 
（イ）その他教育機関等の連携 
   地域との連携（地元自治会、PTA、学童） 
   他施設との連携 
   地元企業との連携 
   ※地域・他施設等の連絡先 
 

サービスの向上 自主事業の実施 
お客様が『科学の不思議』について興味・

関心を持てるような取り組みを実施いたしま
す。また、お客様へのアンケートやヒアリン
グを行い、お客様の満足度向上を図ります。 
『今後の取り組み』 
（１）プログラミング教室の開催 
（２）ホームページの運用の見直しと SNS（イ
ンスタグラム）活用による広報活動の強化 
（３）プラネタリウムの充実化 
（４）特別講演等の企画検討（予定）:草野名
誉館長との連携事業 
（５）科学館マルシェ開催 
（６）お出迎えロボット Pepper の導入検討 
（７）年間来館者数の確保 
 集約目標値 
  令和７年度 １７０，０００人 
  令和８年度 １８０，０００人 
  令和９年度 １９０，０００人 
  令和１０年度 ２００，０００人 
  令和１１年度 ２００，０００人 

展示室・プラネタリウム・教室、講演・特別
展の中身・広報に注力 
 
Ⅰ 利用者目標数 
ⅰ．各年度の利用者目標値 
令和７年度 １５１，０００人 
令和８年度 １６１，０００人 
令和９年度 １７０，０００人 
令和１０年度 １８１，０００人 
令和１１年度 １９０，０００人 

 
ⅱ．利用者確保の方策 
 
Ⅱ 休館日 
ⅰ．休館日を月曜日から火曜日に変更、連続
休館日を設けます 

 
Ⅱ 開館時間 
 ９：３０ ～ １７：３０ 
 
Ⅲ 自主事業 

①目標利用者数と確保のための方策 
【利用者数の基本的な考え方】 
■現状 
令和 5 年度：１４０，０００人 

■目標 
（令和 6 年度 ： １４１，４００人） 
令和 7 年度 ： １４２，８００人 
令和 8 年度 ： １４４，２００人 
令和 9 年度 ： １４５，６００人 
令和 10 年度 ： １４７，０００人 
令和 11 年度 ： １４８，４００人 

 
長崎市第五次総合計画に基づき、科学教育

の振興を促す取り組みとして、従来の紙媒体
に加え、インターネット・SNS の積極的な活
用や地域での草の根的な広報、口コミの影響
力を活用します。 
 
（１）インターネット・SNS の積極的な活用 
（２）紙媒体の活用 
（３）自治体行事・公共施設・民間施設との
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年間休館日：66 日（原則月曜日休館） 
開館時間：午前 9 時 30 分～午後５時 

 
（８）売店の運営 
科学館の売店としてお客様により良い商

品、サービスを提供し、満足して頂けるよう
に、以下のように運営いたします。 
ア．全面リニューアル 
イ．オリジナルグッズの販売 
ウ．低価格帯の商品の充実 
エ．軽食（弁当・パンなど）の販売 
オ．定期的にテーマを決めて、関連商品の

販売 
 
利用者還元について 
利益が発生した場合は、利益の１０％を除

いた残りの５０％は、展示室無料開放等によ
り利用者還元に充てるものとします。 
 
還元例 
自主事業 
・年１回、お客様感謝祭を開催し、展示室を
無料開放する（無料開放デー２日間開催） 

・特別講演に著名な講師を招いての基調講演
など、特別講演開催を通じて還元 

・フェスタ開催時に、缶バッチ作りなどを体
験してもらい、プレゼント 

売店 
・割引セールや、オリジナルグッズの鉛筆や
ノート等を作成、科学実験参加者への参加
賞証にて還元 

 

ⅰ．科学館の新たな利用方法を模索し、多く
の人に来てもらうイベントを開催します。 
・ プラネタリウムを利用したライブイベ
ントを開催します。 
星を見るだけではない、空間としてのプ

ラネタリウムの利用法として、ライブ会場
としての貸出や、アーティストを招聘して
ライブイベントなどを開催します。普段科
学館に訪れることのない年代の方にも利用
いただけるように工夫します。 

ⅰ．利用者増につながる施策の原資に 
■展示室・プラネタリウムの夏休み期間中の
完全無料化を検討します。 

■PC、タブレット、工作機械（レーザーカッ
ター、３D プリンタ）等のリース導入の原
資 

■長崎市に利益を還元 
 
Ⅳ 利用者の増加や利便性を高める取り組み 
ⅰ．科学館のオリジナルキットを販売、家で
も工作が楽しめます。 

 
Ⅴ ミュージアムショップの運営 
ⅰ．販売商品 
ⅱ．お客様のニーズを反映 
ⅲ．体験の補完から自己学習へ 
 
■利用者還元セールの実施閑散期対策の一
助として商品割引セールの実施 

■オリジナル商品開発の原資に充てます。 
■障害者が利用する事業所で作られた製品
を科学館の売店で販売。科学館を訪れた
人に、地域の取組を知ってもらうきっか
けとします。 

 
 

 

連携 
（４）市民・地域・大学・NPO 団体へのはた

らきかけ 
（５）弾力的な運営 
 
②施設の開館時間・休館日 
【開館時間】９：３０ ～ １７：３０ 
【休館日】１２月３１日・１月１日 

及び毎週月曜日 
 
③自主事業 
市民が科学の楽しみにふれることを通じて

科学教育が振興し、文化環境が向上する。ま
たその過程において科学教育による学びが個
人のものにとどまらず交流することで、そこ
からまた新しい活動やコミュニティが生まれ
ていく。そうして活力を増してゆく街の、そ
の中心に科学館が存在する。それこそが弊社
が考える理想像です。 
科学館の運営では、仕様書に定められた指

定管理業務に加え、これまでに公民館・公共
ホール・市民活動センターの運営で培ったノ
ウハウと経験を活かした自主事業を展開し、
よりいっそうの科学教育の魅力発信に寄与し
ます。 
 
自主事業にあたっては、プログラムコーデ

ィネーターを中心に企画運営を行います。プ
ログラムコーディネーターには複数の公共施
設で事業企画に携わり、公共施設職員向けの
事業企画研修会で講師を務め、担当した施設
では文部科学大臣賞の受賞歴のある人材を配
置します。 
 
（１）講演会 
（２）プラネタリウムコンサート 
（３）星空劇場 
（４）科学×アート＝？ 創作ワークショップ 
 
④利便性を高めるための取り組み 
施設・設備・備品のハード面の維持・向上

と、運営・広報のソフト面のサポートに努め
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ながら、職員のたゆまぬ資質向上を通して利
便性向上に努めます。 
（１）安全性 
（２）施設・設備の利便性向上 
（３）備品拡充 
（４）ホスピタリティ・美観向上 
（５）職員の資質・接遇マナー向上 
（６）情報発信力向上 
（７）広報活動支援 
 
⑤売店運営 
【運営方針】 
ミュージアムショップ（売店）は科学館で

の気付きや学びをモノとして持ち帰り、理解
を深めるための出会いの場 
 
売店（以下ミュージアムショップ）は“科

学館での気付きや学びをプロダクトとして持
ち帰り、理解を深めるための出会いの場”と
定義します。 
そして品揃えは常設展・企画展の展示内容

に即したものとし、物理・化学・生物・地学
をはじめとして長崎の歴史に関連するものも
含めたグッズだけでなく工作キットや書籍な
ど、理解を深める手立てとなるものをセレク
トします。 
また、自主事業としてグッズメーカーによ

る工作教室やワークショップの実施、ミュー
ジアムグッズ研究家による講演会を開催し、
展示内容とミュージアムショップが相互に補
完し魅力を高め合うようなショップ経営を目
指します。 
 

評価と改善 （１）事業を評価・改善する方策について 
ア．事業の提案 
イ．市民、利用者の意見要望等の把握と改善 
ウ．「長崎市科学館運営協議会」の意見の反映
の仕方 

【聞き取り調査他とその内容等】 
 市民・利用者：顧客満足度調査 
 関係諸団体：アンケート、ヒアリング 

利用者ニーズの把握と分析を行い施設運営に
反映 
Ⅰ 利用者ニーズの把握 
ⅰ 要望や苦情の対応 
 □対応フローの確立 
 □ご意見の受付方法 
Ⅱ モニタリングの実施 
 □毎年度のモニタリング報告 

①事業評価基準 
事業評価については、博物館学を修め芸術

文化と社会をつなぐ専門領域「アートマネジ
メント」の学識があり、生涯学習施設での館
長経験もある総括責任者を中心に、職員全員
で可算的(量的)・不可算的(質的)の両面から
基準を定め、評価分析を実施します。 
（1）量的評価 
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 長崎市：モニタリング結果 他 
     科学館運営協議会 
ご意見等に対する対応の流れ 

エ．外部からの苦情等の対応 
苦情対応の流れ 

オ．評価方法と改善の取り組みについて 
 
（２）運営に関わる各種会議体等について 
次のような会議・定例会を設置し、開催し

ます。 
ア．運営会議:当社と科学館との連絡・調整・

科学館の運営方針の審議等 
イ．営業会議:科学館の運営、連絡・調整等

の審議等 
ウ．全体ミーティング:勤務員全員による連

絡・調整・具体的運営方法の
審議等 

エ．連絡会議:⻑崎市教育委員会と指定管理
者との連絡・調整会議等 

オ．担当者定例会:⻑崎市教育委員会生涯学習
施設課との連絡・調整会議 

 

Ⅲ 長崎市科学館運営協議会の意見について 
ⅰ．令和 4 年度、5 年年度審議結果によるご
意見を反映した施策 
□小学校高学年、中学生の講座への参加の
促進 

□Wi-Fi を活用した事業 
□インターネット、SNS,GIGA スクールを活
用 

した事業や情報発信 
□観望会に電子観望をいれてはどうか。星
空広場に Wi-Fi をいれ生配信してはどう
か。 

□冬場は来館者が少ないので来館者増対策
をしてはどうか。 

Ⅲ 第 4 次長崎市教育振興基本計画より 
ⅰ．第４次長崎市教育振興基本計画を反映し
た施策 
・ G1-3 家庭・学校・地域の連携による教
育の充実を図ります。 

□ G2-1 学びの場と機会の充実を図ります。 

（2）質的評価 
 
②事業改善体制 
【事業改善サイクル】 
年度ごとに事業目標を設定しそれにもとづ

いた計画書、管理運営マニュアル等を作成す
ることで業務内容などを明確にし、目的意識
を持った管理運営を行います。 
また、事業評価・分析にもとづいて抽出し

た改善すべき問題点・課題に対して、 
「計画」▶「実行」▶「検証」▶「調査」▶「計
画」(Plan) (Do) (Check) (Action) (Plan)の
PDCA サイクルのもとで職員間の共有・改善を
行い続けることで、善循環サイクルを推進し
ます。加えて改善プロセスは「長崎市公共施
設マネジメントシステム推進プロジェクト」
と同期させることにより、他施設との効果的・
効率的なノウハウの共有を行います。 
【苦情対応について】 
来館者をはじめとする利用者からの苦情に

対しては、誠実・真摯な姿勢で臨みます。 
 

管理運営体制 

人員配置 （１）人員に対する考え方 
当社は、指定管理者として科学館を管理

運営するに当たり、民間企業出身者と教職
員出身者を適切に配置すると共に、地元民
間企業として「損益概念」の導入により、
効率的な管理運営と共にサービスの向上に
努めてまいります。 

（２）具体的には（現行勤務員等を継続雇用
することを基本に） 

ア．「名誉館長（非常勤アドバイザー）」に、
引き続き「草野 仁」氏に就任して頂くと
ともに、管理職スタッフについては、民
間企業経験者や同社ＯＢ、教職員ＯＢ等
を配置します。 

イ．科学館業務での豊富な企画実績のある
人材を配置するとともに、科学教育グル

Ⅰ 指揮命令系統（運営体制図） 
ⅰ．各自の能力をより自由に発揮できる適材
適所の配置を実現します 

 
Ⅱ 職員配置計画 
ⅰ．学芸員資格などの保有資格者を含めた職
員を配置します。 

 アドバイザー １名（非常勤） 
 館長 １名 
 事業課長 １名 
  事業スタッフ ８名 
  学術顧問 ２名（非常勤） 
 運営課長 １名 
  運営スタッフ ５名 
  売店スタッフ １名 
 副館長兼庶務経理課長 １名 

①職員配置 
施設運営については、所管課である長崎市

生涯学習施設課との連携体制に加え、運営ア
ドバイザーの助言、プログラムコーディネー
ターを媒介とした弊社が管理する公共施設と
の連携、運営審議会、ガイドラインや外部評
価、再委託企業との連携など、積極的に外部
の視点と評価取り入れることにより、施設及
びそこで働く職員のたゆまぬ改善と成長を目
指します。 
館長 １名 

 運営マネージャー １名 
 施設管理、経理総務、広報営業 各１名 
 教育指導者 １０名 
 インストラクター ９名 
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ープは、教員資格者（6 名:校⻑OB3 名含
む）や学芸員資格者（５名）、情報処理技
術者（１名）等を配置いたします。また、
インストラクターには、幼稚園教諭免許
資格者（３名）を配置し、教育スタッフ
の充実を図ります。 

ウ．勤務員のマルチ化（多能化）により、
弾力的・効率的な人員配置と相互協力を
推進していきます。 

エ．地元企業として、市内居住者を中心に
採用及び配置に努めます。 

オ．経理業務を適正に処理するため、総務
経理担当者 1 名、広報営業活動を強化す
ることが利用者増を図る鍵を握っている
との認識から広報営業担当者１名を配置
します。 

カ．プラネタリウム解説要員については、
増員確保することで、更なる充実強化を
図ります。 

キ．サイエンスティーチャー（現役教員や
OB、専門家）、サイエンスサポータ（学生、
教員、一般）の登録については、引き続
きお願いし、人材の確保に努めます。ま
た、各種協会とも引き続き連携し、科学
館の管理運営に必要な人材採用に努めて
まいります。 

ク．インストラクター（受付・案内）につ
いては、繁閑時期を考慮し、最低必要人
員を確保しながら、繁忙期や夏休み等は、
必要に応じてアルバイトを採用するなど
で対応します。 

（３）勤務員の研修計画について 
勤務員が情報を共有化して相互研鑽を行

い、連携強化による能力向上に努めるとと
もに、利用者に満足していただくための研
修を行います。 
ア．専門家による、展示室の勉強会として
植物、地学や恐竜等について開催。 年２
回 

イ．日立サイエンスショーフェステイバル 
科学技術の習得や実験の勉強 年 1 回 

ウ．特別展や企画展の展示物の科学的要素

  広報スタッフ １名 
  経理庶務スタッフ １名（非常勤） 
 施設管理課長 １名 
  施設管理スタッフ １名 
  施設管理スタッフ １名（非常勤） 
 
Ⅲ 職員の確保 
ⅰ.採用の基本方針 

現在科学館で勤務されている職員の方
は、最優先で採用させていただきます。本
施設と一緒に成長できる意欲のあるスタッ
フを積極的に採用します。また採用後の実
務において、科学知識のみならず、おもて
なしの心や団結力、地域への貢献など様々
な社会経験を積むことができ、人間性が醸
成される職場となるよう、新人スタッフを
全員で後押ししていきます。 

ⅱ地域密着の採用 
本施設は貴市の大切な資産であることを

理解し、人材育成を通じて地域社会に貢献
する努力を惜しみません。地域への愛着を
持って働くことがスタッフ定着率の向上や
利用者への温かいサービス提供につながっ
ていくと考え、本施設の存在を認知してい
る地元人材の確保に積極的に取り組みま
す。また、必要に応じて公式ホームページ
に求人を掲載するなど既存ネットワークを
利活用した効率の良い採用活動を行ってい
きます。 

Ⅳ 職員の研修 
ⅰスタッフ育成の基本方針 
・ 成長の場を提供 
本施設において職務に当たるスタッフ

は、日々の業務の中で多種多様な情報を収
集しスキルアップしていく姿勢が求められ
ます。意欲のあるスタッフの成長を後押し
するために、様々なカリキュラムを用意し
学びの場を提供することで、向上心を持っ
て長期的に勤務できる環境を整えます。 
・ マルチタスク体制 
本施設は開館以来多くの利用者に支えら

れ、今日まで運営を続けています。感謝の

１．フレキシブルシフト制 
２．職員配置 
３．シフト編成案 
４．週間配置計画 
５．月間配置計画 

 
②人材の確保 
これからの科学館の在り方を考えるうえ

で、科学教育・理科教育にふれる人口と、そ
れを担う人口の両方を増やしていくためにも
さらなる魅力的な運営プログラムの企画開発
と活動ネットワークの拡大が必要です。弊社
からはこの課題に対応するべく“運営アドバ
イザー”と“プログラムコーディネーター”
職の新設を提案します。 
（１）運営アドバイザー（１名・非常勤） 
“運営アドバイザー”には博物館学を専門
とする君塚仁彦東京学芸大学教授に依頼し
ます。科学館運営についての実践的なアド
バイスに加え、研修講師として地域におけ
る生涯学習施設として科学館は、そして職
員はどうあるべきかという心構え・姿勢に
ついてご講義いただきます。 

（２）プログラムコーディネーター 
（１名・非常勤） 

“プログラムコーディネーター”はこれま
でに文化芸術・生涯学習・地域コミュニテ
ィ・市民協働の分野における協働事業で培
ったノウハウをもとに、多様な分野・対象
に対応した講座やイベント、交流事業の実
施を通して市民や地域、各種団体や学校、
行政などへアプローチを行い、様々な主体
が出会い連携する流れを促進します。 
プログラムコーディネーターには博物館

学及び“文化芸術と社会をつなぐ”アート
マネジメント分野の専門的な知識を持ち、
文化施設・社会教育施設での館長経験や大
学での講師経験を有する人材を配置し、施
設職員への研修も担当するほか、大学等で
科学教育・理科教育や生涯教育を担う人材
育成も行います。 
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の勉強会 年２回 
エ．他館視察勉強、他館勉強会への参加 年
３回 

オ．ＪＰＡ九州ブロック会議､プラネタリウ
ム技術の研修 年 1 回 

カ．科学館連携協議会九州ブロック会議 他
館展示状況や事業取り組みの研修 年 1 
回 

キ．発明クラブ九州ブロック会議 他クラブ
の取り組みや活動の研修意見交換会 年
１回 

ク．専門分野の先生による職員研修会の実
施 年３回 

ケ．勤務員の資質を高めるための研修（薬
品の使い方、器具の使い方など） 

（４）指揮命令系統図 
（５）職種・資格（免状）・勤務状況・担当業

務 
名誉館長 １名（非常勤） 
館長 １名 
運営マネージャー １名 
総務経理担当者 １名 
広報営業担当者 １名 
施設管理者 １名 
教育指導者 ９名（うちアルバイト２名） 
教育兼インストラクター １名 
インストラクター ８名 

（うちアルバイト２名） 
（６）勤務計画（勤務体制、週間・月間勤務

計画等） 

 

気持ちを新しく加わった仲間とも共有する
ため、利用者の視点に立って館内全てのア
テンダント業務（受付・案内、展示解説、
ミュージアムショップ）を体験する新人研
修を取り入れています。この研修が繁忙期
のマルチタスク体制の確立につながってい
ます。 

ⅱ創意工夫を凝らした研修プログラム 
・ スタッフロイヤリティの向上 
スタッフに対する研修の基本は、本施設

及び自身の業務について「よく知る・理解
する」ことです。豊富な運営経験によって
磨きをかけた研修プログラムを効果的に実
施し、正しい知識を蓄積することが、仕事
への愛着や誇りにつながりロイヤリティが
向上していきます。 
・ 外部研修会への積極的な参加 
科学館運営のスペシャリスト集団を構築

するにあたり、外部研修の内容を見直し、
リーダー職の育成を強化する内容を充実さ
せます。最新知識や未知の情報を習得する
ことでスタッフの能力と意欲を最大限に引
き出し、リーダーとしての資質を伸ばす手
助けを行っていきます。 
・ 施設間スタッフ相互研修 
本施設と、私どもが管理運営を行ってい

る他の科学館との間で、スタッフの相互交
流研修を検討します。各科学館の特色によ
って得ることができる情報の交換や、新し
い解説の手法、ワークショップのノウハウ
などを共有することで、本人のスキルアッ
プに留まらず本施設の運営力の底上げにも
貢献します。 
・ 成長の場を提供 
カードゲーム「2030SDGs」を通じて、世

界のつながりや SDGs の可能性を体感し、そ 
こからの気づきを促すというもの。研修で
は、SDGs の 17 の目標と当社の事業内容を
照らし合わせ、私たちが果たせる役割や課
題を議論。SDGs というテーマを通じて、社
会や仕事とのつながりを実感し、個人とし
て、または企業として何ができるかを自分

（３）運営スタッフ 
主な業務の担当配分と担当するにあたっ

ての資格・経験等は、仕様書と社内基準に
則って以下の組織系統図の通りとし、セン
ター長・副センター長は常勤、補助職員に
ついては現行通り 24 名程度の登録スタッ
フをシフト制のローテーションで配置しま
す。 
また、現在の職員も本人の希望をふまえ

て、市内在住者から優先して常勤雇用の割
合を増やしていくことに努めます。 

 
③人材の育成 

公共財である科学館を管理運営するにあ
たっては、まず職員の意識の向上と公共の
理念の共有が最重要であると考えます。そ
のために研修においては、文化庁主催の劇
場、音楽堂等アートマネジメント研修会や
社会教育主事講習でも講師を務めた協働コ
ーディネーターをはじめとする講師による
研修会や勉強会、職員内での読書会の実施
を通して、理念の醸成を第一とした上で、
各種技術研修・事務研修・接遇研修を行な
うものとします。 
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事として考え、行動を変容するよいきっか
けを作ります。 

Ⅴ 勤務計画 
 

収支計画・施設 
管理 

（１）収支計画 
ア．５年間収支計画について 

4 期目につきましては、各種イベントや
サービス向上の取り組み等を実施し、年 1 
万人の増員を目標に掲げ、1 年目の令和７
年度には 17 万人、4 年目及び 5 年目の令
和 10 年度以降は 20 万人を目標にして、各
年度毎の 
利用料金を算出し、指定管理料とともに、
収入を算出しました。 
支出につきましては、毎年人件費・光熱

費等の増加を予想しておりますが、『経費の
縮減』を行いながら、できる限り経費を抑
えた算出としております。 

 
イ．経費縮減の方策 
（ア）運営要員については、必要な人員を確
保しながら極力人件費の圧縮に努めます。 
a．勤務スタッフのマルチ化（多様化）によ
り、弾力的・効率的な人員配置を推進し
ます。 

b．OB や教職員ＯＢ等をフル活用して人件
費の圧縮に努めます。 

（イ）維持・管理費等の縮減について 
a．機械設備管理・駐車場管理・清掃等の委
託業務については、業務仕様書を確認の
上、見積を取り、適正価格を検討して、
委託業務費用の圧縮を図ります。 

b．電気・ガス・水道等のエネルギー費用に
ついては、利用状況をきめこまかく管理
することで節約に努めます。 
特に、電気料については、環境への配

慮も考慮しながら、照明の更なる LED 化
推進やデマンド管理を行いながら、消費
電力の抑制を図るとともに、空調の温度
設定による節電に努め、電気料縮減に努
めます。 

増収施策とメリハリのあるコスト管理 
Ⅰ 収支計画 

他施設での運営実績で得た経験から、必
要な経費は削減することなく、改善により
無駄は徹底的に省きます。 

 
ⅰ．増加を見込む経費 
・ 人件費 

ⅱ．削減を見込む経費 
・ 維持管理費 
・ 運営費 
・ 事業費 

ⅲ．収支 
 
経費を削減し適切な費用配分を実施 
Ⅰ 費用配分の考え方 
Ⅱ 収入増になった場合の配分 
 ⅰ．オンライン対応 
 ⅱ．教室備品のリースでの導入 
 ⅲ．移動プラネタリム機材のリースでの導

入 
 
安全・安心な施設つくり 
Ⅰ 維持管理業務の重点ポイント 
１ 維持管理の考え方 
・ 経年劣化を予測した維持管理 
利用者目線に立った維持管理の実施 
予防保全の実施による長寿命化の実現 
機械化による人手不足のリスク回避 
SDGs の達成 

 
Ⅱ 各業務のポイントと実施内容 
ⅰ 建築物・設備保守管理業務 
・ 業務のポイント 
・ 設備管理スタッフの配置 
・ 年間業務計画の策定 

ⅱ 保安警備業務 

①収支計画の基本的な考え方 
(1)入場料金設定の考え方 
展示室・プラネタリウムの料金は、利用者

にとって使いやすい低廉な料金設定を志向
し、現行利用料金を適用します。 
(2)収入 
(3)支出 
利用料収入においては、新型コロナウイル

ス感染拡大による利用者減からの上昇を見込
み下記の金額を目指します。また、支出に関
しては次項以降に詳述する方策をもとに節減
に努め、支出より利用料収入を差し引いた額
を委託料とします。 
 
②経費縮減への取り組み・経費積算の考え方 
経費縮減にあたってはバリューエンジニア

リング（「品質や機能を落とさずコストダウン
する」「コストは変えずに品質を向上する」）
を第一に考え、効率的かつ持続可能な経費縮
減の取組みを行なうために、「長崎市公共施設
マネジメント計画」をふまえた「調査」→「計
画」→「実行」→「検証」のサイクルのもとで
節減計画を実施し、善循環サイクルを推進さ
せていきます。また業務全般にデジタル化・
IT 化を推進し、業務効率を向上させることで
生まれる余剰リソースをさらなるサービス向
上に繋げます。 
 
③経理方針 
経理業務にあたっては企業会計の経験者を

責任者とし、企業会計基準及び従前の会計基
準に準拠した経理規定とマニュアルを策定、
適正な処理を行います。 
 
④経理規定 
経理にあたっては館長を責任者とし、本社

経理スタッフと共に経理マニュアルを作成し
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c．利用者に配慮しながらエコ活動（SDGｓ）
を推進します。 

当社の各部門でのエコ活動（SDGｓ）発表会
を年 1 回開催し、エコ活動（SDGｓ）への
取り組みを推進します。 

d．すべての事業で、費用対効果を考えなが
ら経費削減に努めます。 

 
（２）施設管理 
施設・設備等の維持管理の基本的考え方 
科学館は、小さな子どもから高齢者まで多

数来館いただく公の施設として「安全・安心」
に利用いただけるように、また「快適な環境」
で過ごしていただけるように「安全・安心・
快適環境」を柱として、施設の管理を行いま
す。 
 
ア．建物の保守点検、補修計画概要 
（ア）機器の日常点検・確認を行い安全確保
に努めます。 

（イ）保守点検台帳を作成し（保守点検機器
の洗い出し）、機器の維持管理を行います。 

（ウ）機械管理については、現行の機械設備
管理要員を継続して配置し、保守点検・修
理に支障を及ぼすことなく継続します。 

（エ）保守点検契約に基づき、機器の総合点
検を行います。 

（オ）大きな費用（予算を伴う）を要する場
合や１件５０万円を超える施設・機器の補
修については、その都度⻑崎市へ報告依頼
します。 

（カ）老朽更新が必要な機器類については、
その都度⻑崎市と相談し対応します。 

（キ）不思議タワーの安全点検を週１回実施
します。 

イ．清掃等について 
 
（３）設備の維持管理 
 

・ 業務のポイント 
・ 事前の備えと発生時の迅速な対応 

ⅲ 清掃業務 
・ 業務のポイント 
・ 清掃業務スタッフの配置 
・ 年間業務計画(案) 
・ 清掃業務の一部機械化 

 
Ⅲ 修繕業務 
・ 修繕業務の考え方 
・ 建物の長寿命化をはかる管理の実施 

 

たうえで、日常的な利用者からの金銭の授受
（レジ業務）は、職員全員がマニュアルの習
熟に加え、ON-JT / OFF-JT を行うことで遺漏
ない会計処理を行ないます。 
⑤５施設及び設備の維持管理業務の考え方 
業務管理においては人員体制・経営管理・

安全管理・施設管理・個人情報管理等の観点
から精査と改善を行い、マニュアル等の見直
しを日々行うことで、安心安全で公平公正な
管理を引き続き行います。 
 
⑥業務の一部を再委託する場合の考え方 
 業務の再委託は下記の 3 点を基本方針と
します。 
（目 的） 利用者の安全の確保とサービスの

維持 
（目 的） 必要十分な仕様内容を精査し委託

することによるコスト削減 
（選定基準） 専門技術をもって安定した管理

に資する能力を有すること 
 

安全管理 【平時における緊急時への備えについて】 
市民の皆様に安全に、安心して利用してい

平常時から予防保全に配慮し万全の態勢を構
築 

①日常的な安全管理・警備体制 
（1）科学実験における安全管理 
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ただけるように、安全確保を最優先に考え、
「安全・安心・適切」を基本認識として施設
運営を行います。 
また、感染症発症を含めた緊急時の対応に

ついても、毎月の全体ミーティング時に勤務
員に対する安全衛生・防災の教育等を実施し、
有事の際においては迅速且つ適切な処理がで
きるように備えていきます。 
 
（１）事故・災害・感染症などの未然防止に
ついて（基本対応） 

・定期的（１回／３か月）に施設の安全エコ
パトロール（社⻑、指定管理部⻑等参加）
を実施し、危険箇所の把握と改善に努める
とともに、これまでの改善状況等のフォロ
ーを行っていきます。 

・勤務員による施設内外の安全点検を日常・
定期に実施して、危険要因の早期発見・把
握・改善に努めます。 

〈危険要因の把握と改善〉 
 
（２）日常的に行う科学実験等での安全管理
方法について 
科学教室開催時には、実施計画を作成、活

動内容と作業・安全の留意ポイントを記載し、
子どもたちが安全に実験出来るように行いま
す。 
ア．事前の安全確認 
イ．当日の安全管理 

 
（３）実験等で火気や薬品等を使用する際の
安全対策 
薬品(試薬)は常に薬品庫に施錠保管し、

使用前に管理者へ使用目的や使用量を報告
し、許可を得るようにいたします。薬品管
理台帳に薬品ごとに使用者の氏名と残量を
記載し、必要分を取り出した後は、速やか
に保管します。使用後の薬品の適切な処理
方法もその都度確認しておきます。また、
定期的に管理者が管理台帳並びに薬品庫を
チェックし、不正利用や紛失がおこらない
ようにいたします。 

Ⅰ 事故防止体制 
ⅰ．事前準備による予防対策 
・ 平常時からの備え 
事件や事故などが発生した場合、本施設

で職務にあたるスタッフ全員が利用者の安
全確保を最優先とした行動が求められま
す。平常時から緊急時の対処方法について
情報共有を徹することで、抑止策を学習す
るとともに発生した被害の拡大防止に努め
ます。 
・ 事故マニュアル整備 
日頃からの運営経験より導き出した本施

設の特徴や利用者の行動予測を踏まえ、事
件や事故を想定した対策マニュアルを整備
することで、事前準備による予防対策に万
全を期しています。また研修や勉強会を開
催し、PDCA サイクルに基づいた類似事例や
発生事例の分析を行って、随時内容のブラ
ッシュアップと改善を行います。 

ⅱ．日常業務における予防保全 
・ 防犯巡回と日常点検 
たくさんの子どもが利用する本施設で

は、常に子どもの目線に立って予防策を講
じる必要があります。防犯を意識した各フ
ロアの巡回や、展示物の細かな点検作業を
日常業務の中に組み込むことによって、利
用者へのサービス業務と予防保全を平行し
て実施していきます。 
 

Ⅱ 緊急時対応 
・ 緊急時連絡体制の確立 
緊急事態が発生した際に、敏速かつ統率

のある行動をとるために、連絡フローと役
割分担を明確にした緊急時連絡体制を確立
します。近隣の警察、消防、病院、交通機
関などの関係機関への緊急要請及び連絡手
法について整備し、スタッフに周知徹底す
ることで、いつ何時でも必要各所への情報
共有を可能にします。 
・ 緊急体制図 
・ 建物・設備機器の対応 
利用者及びスタッフの安全確保を第一と

科学実験はその実践を通して利用者の興
味関心を高め、科学的な見方や考え方を養
うことを目的とします。そのために、薬品
の危険性や器具の取り扱い・基本操作など
の確かな知識を元に正しい方法で実施する
ことで、事故を防止し、楽しく豊かな理化
学教育体験につなげることが重要と考えま
す。 

 
（２）施設・設備における安全管理 
（３）防犯対策 
（４）防災対策 
（５）事故防止対策 
（６）保険 
（７）職員の安全管理について 

長崎市科学館の運営を通じて、科学に関
する知識の普及及び、啓発並びに科学教育
の振興を図り、もって市民の文化の向上に
資することを目的としています。その運営
において職員・取引先など業務に関わる全
ての人々の基本的な人権を尊重し、心身の
健康や安全を確保することが重要であり、
相互の信頼関係及び協力関係が目的の達成
につながると考えています。 

（８）地下駐車場の運営について 
 
②緊急時における連絡体制等危機管理体制 
（1）緊急時の基本方針 

施設において病人・けが人・事故・火災・
停電・その他施設設備障害等の緊急事態が
発生した場合、又は発生が予測出来る場合
は、まず来館者・施設利用者の安全を最優
先し、エントランス前広場や駐車場など避
難場所への経路の安全性を確認した上で避
難誘導すると同時に、速やかに所管課へ連
絡します。加えて、状況に応じて警察署、
消防署、病院等の関係各所に連絡し、指示
や協力を仰ぎます。 

（2）危機管理体制 
施設内での危機管理にあたっては、館長

を危機管理責任者、館長不在日は当日の在
館スタッフの中から専任した危機管理リー
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◆薬品に関する法令について 
 
（４）緊急時に備えた訓練・研修等について 
●防火・防災(避難)訓練、臨時の安全点検
等の実施・徹底を図ります(AED 操作研修
会、防災訓練等)。 

● 危機管理意識の徹底を図ります。 
● 事故・災害等の緊急時に備え、病院の連
絡先一覧表を常備して迅速に対応できる
ようにするとともに怪我等の程度により
病院へ搬送しますが、必要により救急車
の出動を要請して対応します。 

 
（５）緊急時（事故・災害等発生時の初動）
対応について 
ア．緊急時の対応要領 
イ．緊急時の担当 
（緊急連絡体制）開館中 

 
（６）警備・保安計画について 

警備業務は、基本、警備専門業者に業務
委託します。 
（緊急連絡体制）夜間（閉館後） 
 

し、その後に破損箇所を速やかに確認しま
す。停電した場合は、早急に電源の復旧と
各設備の状況把握に努めます。エレベータ
ーは安全が確保されるまで停止します。 
・ 環境衛生の対応 
水道やトイレなどの手洗い環境、給排水

及び飲料水の確保に努めます。また、今後
も感染症に対する懸念が続くと考えられる
ため、三密を避けるための動線確保、アル
コール消毒液の備蓄と配布、咳エチケット
の周知といった感染症予防の基本対策を確
実に実行していきます。 

 

ダーの下に自主防災組織を立ち上げ、連絡・
命令は次頁のフローチャートにしたがって
迅速・正確に行います。また、施設の敷地
外で発生したものについても、地域の自治
会や警察署、消防署、病院等の関係各所と
協議・情報共有を行い、対応マニュアルを
作成した上で、利用者の安全確保のための
協力体制を取ります。 

（3）危機管理体制構築のための研修 
 

経費 【消費税・修繕料込】 
令和７年度  １５５，８４０千円 
令和８年度  １５５，８４０千円 
令和９年度  １５５，８４０千円 
令和１０年度 １５５，８４０千円 
令和１１年度 １５５，８４０千円 

合計   ７７９，２００千円 
 

【消費税・修繕料込】 
令和７年度  １７３，０００千円 
令和８年度  １７３，０００千円 
令和９年度  １７３，０００千円 
令和１０年度 １７３，０００千円 
令和１１年度 １７３，０００千円 
  合計   ８６５，０００千円 

【消費税・修繕料込】 
令和７年度  １６４，６００千円 
令和８年度  １６６，４００千円 
令和９年度  １６８，２００千円 
令和１０年度 １７０，０００千円 
令和１１年度 １７１，８００千円 
  合計   ８４１，０００千円 
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1 

長崎市科学館指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集 

  長崎市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244

条の２第３項及び長崎市科学館条例（平成９年条例第１号。以下「条例」という。）第４条第１項

の規定により、長崎市科学館（以下「科学館」という。）の管理に関する業務を行う指定管理者の

募集を行います。 

【根拠法令】 

地方自治法第244条の２第３項 

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定す

るものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

 

【根拠条例】 

長崎市科学館条例第４条第１項 

教育委員会は、科学館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の２第３項の規定

により、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。 

２ 施設の設置目的及び概要 

 (1) 設置目的 

   科学館は、科学に関する知識の普及及び啓発並びに科学教育の振興を図り、もって市民の文

化の向上に資する目的で、平成９年４月26日に開館した施設です。 

 

 (2) 施設の概要 

  ア 名   称  長崎市科学館 

  イ 所 在 地  長崎市油木町７番２号 

  ウ 設置年月日  平成９年４月26日 

  ※その他の詳細は、別に定める「長崎市科学館指定管理者業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）を参照してください。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 (1) 指定管理業務 

   指定管理者は、次の事業及び業務を行うこととします。 

   なお、詳細は仕様書に従い実施します。 

  ア 事業の実施に関する業務（※） 

  イ 売店の運営に関する業務 

  ウ 科学館の利用の許可（取消しを含む）及びその他施設の利用に関する業務 

  エ 科学館の施設（外構を含む）及び設備の維持管理に関する業務 

  オ モニタリングに関する業務 
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  カ 備品類の管理・調達に関する業務 

  キ 事業計画書等の作成に関する業務 

  ク 前各号に掲げるもののほか、科学館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務 

 

  （※）上記アのうち、仕様書に記載する特別展示については、利用料金収入（常設展示及びス

ペースシアターの観覧料（年間観覧料含む）、学習室の貸出しに係る利用料金並びに特別展示

の観覧料）を財源として、年間２回以上実施してください。なお、事業内容及び特別展示の利

用料金の額については、あらかじめ教育委員会に実施計画書案を提出し、教育委員会の承認を

得たうえで実施してください。また、生涯学習施設であることに充分に配慮するとともに理科

教育のあらゆる分野の中から、内容に偏りがないよう実施してください。 

 

 (2) 自主事業 

   指定管理者は、本施設の設置目的に沿い、施設利用者の利便性の向上や施設の魅力を高める

ものと認められる場合は、本業務の実施を妨げない範囲において、指定管理者の責任と費用に

より、指定管理者独自の自主事業を実施することができます。 

   自主事業を実施する場合は、あらかじめ教育委員会に実施計画書案を提出し、教育委員会の

承認を得たうえで実施してください。 

   また、自主事業を実施するにあたり、施設の改修等を行う場合は、教育委員会から承諾等を

得て実施してください。 

なお、指定の期間が満了したとき、又は指定の取消しが行われたときは、原則として、指定

管理者は、自己の負担において速やかに原状に回復しなければなりません。 

 

４ 指定の期間 

  令和７年４月１日～令和12年３月31日（５年間） 

 

５ 管理に関する基本的事項 

 (1) 開館時間及び休館日 

   指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て開館時間及び休館日を設定することがで

きます。開館時間及び休館日についても提案してください。なお、承認の基準は長崎市科学館

条例施行規則（平成９年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。）第４条各号及び第5条各

号のとおりです。詳細については、仕様書を参照してください。 

 

 (2) 施設利用等の許可及び制限 

   条例及び規則等に従って行って下さい。 

  ア 施設利用の許可について 

    規則等に従って行います。 

 

  イ 施設の利用の制限に関する事項 

   (ｱ) 条例第８条第２項各号に定める場合には、利用の許可をしないことができます。 

   (ｲ) 条例第11条各号に該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しく

は制限することができます。 
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